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○教育長（小林一己） それでは、ただいまから平成 30年昭島市教育委員会第１回定例会

を開会いたします。 

     それでは会議に入ります。本日の日程は、お手元に配布のとおりです。 

初めに前回の会議録の署名につきましては、既に調整も終わり署名も得ており

ますので御了承ください。 

     次に、教育委員会会議規則第 16条の規定に基づく本日の会議録署名委員であり

ますが、３番の石川委員と４番の氏井委員となります。よろしくお願いいたしま

す。 

     それでは、日程４、教育長の報告に移ります。 

     それでは、本年初めての教育委員会ですので、改めて皆さんあけましておめで

とうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

     委員の皆様には新年早々から新春駅伝競走大会、成人式といろいろ御協力をい

ただきました。厚く御礼を申しあげます。また、今月 21日には新春凧上げ大会が

あります。引き続きよろしくお願いをいたします。 

     学校では３学期も１月の９日から始まりまして、冬季休業期間中は大きな事故

もなく児童生徒が元気に登校したと各校長から報告を受けているところでござい

ます。先日の校長会におきまして、私からは、今学期は１年の締めくくりの学期

であり、また進級や進学に向けて児童生徒並びに保護者としっかりと向き合って、

お互いに納得がいくよう十分協議をしていただいて結果を出すよう伝えたところ

でございます。 

また、新聞報道などでもインフルエンザの報道がよく出ておりますが、学校の

インフルエンザの状況、措置状況でございますけれども、昨年 12月から始まりま

して、12月は７校の小学校で学年閉鎖や学級閉鎖を行っております。そして１月

に入りまして、本日現在ですが小学校で５校、中学校では２校が学級閉鎖の措置

をしたところでございます。引き続いて先生、校長には子どもたちの健康状態の

管理もしっかりするよう、先ほどお話しをいたしました校長会でもあわせて申し

述べたところでございます。 

     本日の報告につきましては、私からは以上となっております。なお、教育委員

会名義使用の承認につきましては、お手元の資料のとおり今回は１件となってお

りますのでよろしくお願いいたします。 

     以上で私の報告を終わらせていただきます。ただいまの報告について御意見等

があればお願いいたします。 

     よろしいでしょうか。それでは日程５、議事に移ります。 

報告事項１「昭島市実施計画（平成 30年度～平成 32年度）〈教育委員会関係〉

について」の説明を求めます。 

 

○庶務課長（加藤保之） 報告事項１「昭島市実施計画（平成 30年度～平成 32年度）〈教

育委員会関係〉について」御説明いたします。 

     報告資料１を御覧ください。平成 30年度から平成 32年度までの昭島市実施計

画につきましては、昨年 12月 15日に開催された昭島市議会全員協議会におきま

して議会に報告をさせていただいたもので、お手元の資料はそのうちの教育委員

会部分を抜粋したものでございます。 
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     本計画策定の目的は、平成 23年度から 10年間を計画期間とする第５次昭島市

総合基本計画の着実な推進を図るための策定をするもので、平成 30年度から３カ

年の施設計画事業を中心に事業量を示したものでございます。 

     なお、今後の予算編成の中で変更となる場合もございます。１ページが本計画

策定の趣旨になってございます。２ページから４ページにつきましては、学校教

育部関係、５ページから９ページにつきましては生涯学習部関係となっておりま

すので、学校教育部関係につきましては私から、生涯学習部関係につきましては

後ほど社会教育課長から御説明申し上げます。 

     それでは、学校教育部関係について御説明申し上げます。２ページを御覧くだ

さい。 

未来を育む昭島（教育・文化・スポーツの充実）でございますが、総合基本計

画の大きな６つの基本施策の大綱の一つとなっております。 

     それでは、平成 30年度から 32年度までの３カ年の事業計画について、２ペー

ジの下段から事業名の順に沿いながら説明いたします。各事業につきましても厳

しい財政状況の中から計画的に行っているところでございます。 

     まず、小中学校便所改修工事でございます。東小学校、光華小学校、成隣小学

校、拝島第二小学校、昭和中学校の便所改修の設計及び工事を行ってまいります。 

     次に、３ページの一番上段の大規模改修工事でございます。昨年度までの事業

計画に加え、玉川小、成隣小、清泉中学校の設計及び工事を行ってまいります。 

     次の外壁調査でございますが、小中学校８校について外壁の打診による調査を

行ってまいります。 

     その次の除湿温度保持機能復旧工事は、空調工事の改修になります。富士見丘

小、拝島第一小、拝島第三小、昭和中学校の設計または工事を行ってまいります。 

     次のプール改修工事では、拝島第二小のプール改修と東小の浄化装置の改修を

行ってまいります。 

     芝生化工事では多摩辺中学校の芝生を設置する工事を行います。 

     コンピュータ教室等機器整備事業につきましては、小学校のコンピュータ教室

の機器の更新を行います。ネットワーク機器更新事業と図書館システム機器更新

事業は、全部の小中学校の老朽化に伴う機器の更新を行うものでございます。 

     次の自閉症・情緒障害固定学級開設事業につきましては、富士見丘小学校にお

いて平成 31年度の開設に伴い設計及び工事をするものでございます。 

     ４ページの中学校英語教育推進モデル地区事業につきましては、先駆的な英語

教育の推進のためのデジタル教材等を導入してまいります。 

     社会科副読本「私たちの昭島市」作成事業については、２年ごとに更新してい

る「私たちの昭島市」の作成を行うものでございます。 

     自校給食校調理機器整備事業は、老朽化した機器について順次更新を図るもの

でございます。 

     一番下の学校給食収納管理システム機器更新事業については、住民基本台帳シ

ステムの更新にあわせ収納管理システムが稼働するよう更新を行うものでござい

ます。 

     私からは以上でございます。 
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○社会教育課長（伊藤雅彦） 引き続き、生涯学習部に係る実施計画の施策につきまして

御説明させていただきます。 

     ５ページを御覧ください。「あきしまらしさ」を築く(市民文化・学習・スポー

ツの推進)として、引き続き（仮称）教育福祉総合センターの整備事業の工事を行

うほか、市立会館の空調設備等の改修や都市計画道路の整備に伴う旧昭和中学校

木造校舎の解体を行ってまいります。 

６ページでございます。(仮称)教育福祉総合センター内の図書館機能の整備に

伴い自動化書庫を設置するほか、都市計画道路の整備に伴い、現市民図書館の解

体を行ってまいります。 

７ページでございます。市民会館公民館において、来館者の安全性と快適性の

確保のため、外壁タイル改修工事と冷温水発生器等修繕のほか、大ホールのピア

ノのオーバーホールとアップライトピアノの購入をいたします。 

また、拝島日吉神社例大祭の人形屋台奉えいを復活すべく、電線高架化等の整

備事業を進めます。 

８ページでございます。老朽化が進むくじら運動公園管理棟便所改修と昭和公

園内の周路舗装改修工事を行ってまいります。 

９ページでございます。引き続き、大日堂内の三如来坐像の修理事業に補助を

行うほか、平成 25年度より毎年発刊している「昭島近代史調査報告書」第６刊目

以降を発刊してまいります。 

また、中神熊野神社本殿等を指定文化財にするための調査と山王祭礼図絵の複

製作成を実施いたします。 

アキシマクジラにつきましては、引き続き、化石の原寸大レプリカなどの作成

と新種認定に伴う学名付与記念事業を実施し、アキシマクジラを周知、啓発して

まいります。 

文化財、地域資料の有効な活用のためのデジタルアーカイブ化を進め、インタ

ーネット上に公開し、いつでもどこでも誰にでも閲覧検索が可能な環境を整えて

まいります。 

そのほか、旧昭和中学校木造校舎等市内に分散収蔵している民具等について整

理、分類、集約化を図ってまいります。 

以上、簡略な説明で恐縮でございますがよろしくお願いいたします。 

 

○教育長（小林一己） 報告事項１について説明が終わりました。 

本件に対する質疑、意見をお願いいたします。 

 

○委員（石川隆俊） 小さいポイントなんですけれども、トイレの改修がかなり進むと金

額も大きいかと思いますけれども、これからオリンピックなんかがありますと、

随分日本はトイレがある意味進んでいるわけで、ビデ、ああいうふうなものをつ

けたものが小学生、中学校にいいのか、それともそういうのは 10台のうち例えば

２台ぐらい置けばいいのか、あるいは全く置かないのかとかそういうことはいか

がでございますか。 

 

○庶務課長（加藤保之） トイレの改修につきましては、非常に要望も多く、進めている
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ところでございます。和式、洋式の仕様につきましては、現在洋式が一般化する

というか、洋式でないとできないというお子さんも多くおります。そういった状

況ですので、洋式化を進めながら和式についてもフロアに１台ですとか残すよう

な形で洋式化を進めるべくこれから整備をしていきます。 

 

○委員（石川隆俊） ということは、和式はまだ残しておくという状態ですね、これから

も。 

 

○庶務課長（加藤保之） ええ、全部なくすというわけではなく、一部残しつつ洋式化を

進めてまいります。 

 

○委員（石川隆俊） 最もアジアの国なんかでは和式が当たり前ですからね。どうもすみ

ません。 

 

○教育長（小林一己） 教育委員会のスタンスとしましては、まずは学校と十分協議をし

て、学校サイドがどういう状況のものを望んでいるのかそれを確認した上で洋式

か和式か、それを決定をいたしております。基本的に先ほど庶務課長から話をさ

せていただきましたけれども、洋式化の希望が非常に強いので洋式の便器を置く

という流れにはなっております。 

先ほどの洗浄、それについては今のところ設置をする予定はございません。 

 

○委員（紅林由紀子） いくつかこの事業の中身というか詳細について教えていただけれ

ばと思うんですけれども、まず１点目は芝生化工事、多摩辺中で行うということ

ですが、これはどのあたりを芝生化することになっているのか、これでかなり芝

生化は、昭島は芝生化が進んでいると思うんですけれども、まだ行っていない学

校があるのかどうかということを教えていただきたいというのが１つ目です。 

２つ目といたしましては、コンピューター関係の機器の更新をするということ

なんですけれども、今もタブレット型端末を使っている学校も一部あると思うん

ですけれども、その辺は全小学校に導入されていくのかどうかという点が２点目

です。 

     ３点目といたしましては、図書館システム、こちら老朽化に伴う更新というこ

となんですけれども、通常、今まではバーコードでやるようなスタイルだったと

思うんですけれども、この点は変更ないのかどうかという点をお伺いしたいとい

うのが３点目です。 

     ４点目といたしましては、英語教育推進モデル地区事業ということで全中学校

されるということなんですけれども、具体的にはここにはデジタル教科書活用な

どと書かれておりますけれども、どんなふうなことに費用がかかるのかというか、

ちょっとその中身をいくつか教えていただければというふうに思います。 

     そして５点目は、生涯学習のほうなんですけれども、昭和中学校の木造校舎並

びに市民図書館がいよいよ解体されるということなんですけれども、いつごろの

予定で、市民の皆さんの中には、まだそのことをあまりよくわかっていない方も

いらっしゃるようなんですけれども、いつごろどういった形でそれをお知らせす
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るように考えていらっしゃるかどうかということをお伺いしたいと思います。 

     すみません、いろいろになりますがよろしくお願いいたします。 

 

○庶務課長（加藤保之） 委員、御質問の１番、２番、３番についてお答えさせていただ

きます。まず多摩辺中学校の芝生化工事でございますが、こちらにつきましては

多摩辺中学校の校庭の東側部分、現在野球のバックネットが設置されているとこ

ろの東側部分になりますが、約 250平米の芝生化を予定しております。 

その次に、コンピュータ更新事業につきまして、こちらにつきましては小学校

のコンピュータ教室の現在設置しておりますコンピュータについて更新を予定し

ております。こちらにつきましては、タブレットとしても使えるコンピュータに

更新をする予定でございます。タブレットでもデスクトップとしても両方で使え

るものという形で導入を予定しております。 

次に図書館システムの更新事業でございますが、こちらにつきましても、現在

使っているシステムの時代に合わせた更新という形で、バーコード等のスキャン

をするというシステムを引き継いだ形の更新になります。 

１番の校庭の芝生化事業でございますが、まだ全部の学校を芝生化していませ

んので、ちょっと今日資料を持ち合わせておりませんので、また後ほど報告をさ

せていただければと思います。 

 

○指導主事（美越英宣） 私からは４つ目の質問、中学校の英語教育推進モデル地区事業

で、費用がかかることで御質問をいただきましたので、実際この活用させていた

だいているこの 650万の内訳としては、この事業の内容が新しい学習指導要領に

向けて授業力をしっかり身につけていきなさいということで、現行であると、「話

す・聞く・書く・読む」の４技能なんですけれども、新しい学習指導要領になる

と話すが２つに分かれて、「話す」の発表、「話す」のやり取りというふうに変わ

ります。これで５鑑定にかわるんですけれども、この授業力を磨くために、より

視覚的に子どもたちに内容をとらえさせたいということで、デジタル教科書を購

入する費用、そしてデジタル教科書だけでは写す機器がありませんので、写すプ

ロジェクタやスクリーンを含めて各校に３台ずつ、新たにデジタル教科書とプロ

ジェクタを配置するということでこの費用を活用させていただいているというの

が現状でございます。以上です。 

 

○新図書館担当課長（磯村義人） それでは、都市計画道路３・２・11整備に係る図書館

の解体等についてお答えいたします。 

東京都との話し合いによりまして、平成 31年度中に図書館の用地は更地化して

お返しするということになってございます。今後、都市整備道路３・２・11の整

備状況もふまえまして詳細情報について時期が確定した時点で周知をしていきた

いと考えてございます。 

 

○委員（紅林由紀子） 図書館の件はありがとうございます、わかりました。木造校舎に

ついても同様の時期で同様の形で周知されるということですか。 
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○社会教育課長（伊藤雅彦） 同時期でございます。 

 

○委員（紅林由紀子） 同時期、わかりました。ありがとうございました。 

     先ほどの英語のデジタル教科書の件なんですけれども、「話す」という機能が発

表とやり取りという２つになるということで、より実践的な学習をしていくこと

になるということだというふうに理解したんですが、すみません、デジタル教科

書を使うと、どうより時代に即した学習ができるのかというのが申しわけないん

ですけれども今一つ、理解がちょっと難しいのでもう少し教えていただいてもよ

ろしいですか。 

 

○指導主事（美越英宣） 今、視覚化という部分で「話す」の発表のやり取り等を含めて、

聞く・書く・読むを含めて５つの観点に関し、視覚的にとらえやすくなるという

のがデジタル教材の最大のメリットでございます。今までは子どもたちの教科書

を黒板に板書していたようなことが、それがもうなくなって一瞬で子どもたちの

教科書が目の前に出ると、そこにラインを引けばデジタル教科書にラインを引け

ば、黒板にラインを引けば、それがデジタル教科書にもラインが引かれるという

ような形で子どもたちが実際に使っているものと同じものが一瞬で画面に出てく

るよさもあるんですけれども、さらに付け加えて発音とか、ネイティブの発音が

そのまま流れたり関連する資料も映像も流れます。なので、「話す」の発表のやり

取り以外の聞く・書く・読むも含めて総合的に視覚的に全部とらえながら子ども

たちがやっていくと。先生側としては今まで書く時間とか何か機器を用意すると

いうことはもう必要ない、ＣＤを用意してリピートするよとかいうことは必要な

くて、もうデジタル教科書一つ用意するだけで授業が展開できるということでと

ても重要な価値のある教材だということで使用させていただいております。以上

です。 

 

○委員（紅林由紀子） ありがとうございました。よく理解できました。 

これは、モデル地区事業ということは、都のほうからモデル地区事業であると

いうことは何か補助というか出ているというふうに理解してよろしいんですか。 

 

○指導主事（美越英宣） 全額補助いただいております。東京都としては昭島市と足立区

の２地区だけを指定していただいているという現状です。来年度、平成 31年２月

20日、22日に東京都全体でも発表する予定でございます。 

 

○委員（紅林由紀子） わかりました。ありがとうございました。 

 

○委員（氏井初枝） ３点お尋ねいたします。１点目は３ページのプールの改修工事です。

具体的にはプールのどういうところを改修なさるのか教えてください。 

     それから７ページです。市民会館・公民館における冷温水発生器、これは具体

的にはどういうものなのかよくわからないので教えてください。 

最後です。伝統文化継承環境整備事業、この件に関しましては表の上のところ

２行で大まかなことが書かれているんですけれども、電線の影響でその途絶えて
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いたものを復活するために整備をしてどういうふうになるのかって、ちょっと概

略を教えていただけたらありがたいです。以上です。 

 

○庶務課長（加藤保之） プール改修工事についてお答えいたします。プール改修工事の

内容につきましては、プール内面の防水工事、それからプールサイドの改修工事、

あと東小学校につきましては、プールの浄化装置、循環させる機械になりますが、

そちらの改修工事となります。 

 

○市民会館・公民館長（並木映子） 市民会館・公民館の冷温水発生器でございますが、

市民会館・公民館の空調につきましては、地下に水をためてその水を温めたり冷

やしたりして、それを管に流して風を送って冷暖房しております。その水を温め

たり冷やしたりする装置のことでございます。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） 伝統文化継承環境整備事業でございます。拝島日吉神社例

大祭で道具行列が行われる奥多摩街道の電線等を高架化する事業でございます。 

 

○委員（氏井初枝） ありがとうございました。よくわかりました。 

プールの改修工事の件でお尋ねしましたのは、自分の経験に基づいてのことな

ので、ちょっと苦い経験があるものでちょっとお話させてください。プールって

子どもたちが裸になって、素足だし、ちょっと傷があってもすごく大きな傷にな

ってしまったりすることがあると思うんです。自分がいた学校もそういうことが

ございまして、改修工事をしていただいたんですが、予算の関係でにわか工事で、

結果的にはうまい具合に直らなくて、また同じ場所を翌年もやっていただいたと

いう経験があるんです。いろいろ予算に限りがあって、やる学校数があるとそん

なにたくさんの費用をかけられないかもしれないんですけれども、にわか工事と

いうのはやはり経費の無駄づかいみたいに私には思えるので、具合の悪いところ

があればきちんと直す、その年に直してしまうということを、ぜひお願いしたい

なと思ってお尋ねをさせていただきました。以上です。 

 

○庶務課長（加藤保之） プール改修工事につきましては、安全で衛生的にもきれいに使

えるような、子どもたちにやさしいプール改修工事をしてまいりたいと思います。 

 

○委員（白川宗昭） 全体として改修とかそういう直したりする修理、そういう経費が非

常に多くて、新規の事業というのが本当に少ないなというのを全体として感じる

わけであります。そういう中でこの自閉症・情緒障害の固定学級、これは２校開

校されるということで結構なことだと思いますけれども、これは平成 30年度から

特別支援教室、そういうようなものもできてくるということもあります。その中

でどういう位置づけになっていくのかちょっとわからないですけれども、もう一

つは、２つ中学と小学校１つずつということですけれども、それで充分足りてい

るのだろうかとか、その辺のことについてちょっとお聞きしたいと思います。 

もう一つは、氏井委員さんからもお話がありましたけれども、伝統文化の電線

のことですけれども、１億 4,650万もかかるわけですけれども、これも新規事業
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なわけです。これはもっとかかるとか、どこからか補助金が別から出るというこ

とはなくて、全額ここから出しているのかということをちょっとお伺いしたいん

ですけれども、確認です。 

それから、これはやっぱりどっちかというと文化財の事業じゃないかという気

がするんですけれども、公民館のほうに入ってくるというのは何か意味があるの

かなという、ちょっとよくわからないんですけれども伺っておきたいと思います。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 自閉症・情緒障害固定学級開設事業についてでございます

が、まず 30年度から全面開始される特別支援教室と自閉症情緒障固定学級との違

いということでございますが、対象となるお子さんはどちらにせよ発達障害があ

るお子さんが対象になります。ただ、特別支援教室につきましては、主に通常の

学級で過ごして、週に８時間以内で指導を受けるという体制になるので、基本的

には通常の学級で学習ができるお子さんが対象になります。新しく開設する固定

学級につきましては、年間を通してこの固定学級で学習することになります。通

常の学級ではなかなか厳しい状況があるお子さん、知的には遅れはないけれども

大人数の中ではなかなか刺激が強くて行動が落ち着かないというようなお子さん

が対象になるということで区別をしてまいります。 

まずは来年度、中学校、そして 31年度、小学校、それぞれ１校ずつ開設をして、

そこでの子どもたちの入学状況を見て今後については検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） お尋ねいただきました伝統文化継承環境整備事業について、

事業費にかかる御質問でございます。この整備事業は都道奥多摩街道の事業でご

ざいまして、都の補助というか都の持ち分もあります。大変恐縮ですが、この事

業は企画政策課のほうで事業を執り行っていますので、詳細については確認をさ

せていただいて後日お伝えをしていきたいというふうに考えてございます。 

 

○委員（白川宗昭） 事業そのものは企画政策課のほうでやっているということですね。

わかりました。 

 

○委員（石川隆俊） コメントですけれども、昨今、いわゆる太陽光発電というものに対

して必ずしもこれが将来のエネルギーの源ではないという意見もありまして、い

くつかの小学校等では太陽光発電をすでに持っているわけですけれども、実際に

これから業者がいろいろ変わるんですけれども、どこでその電気を得るかという

のは将来の大きな計画にも関係すると思いますが、このモデルとして子どもに見

せるぐらいはいいけれども、大々的にあまり屋上にパネルを張ってやるというの

はあまり得策じゃないように私は考えます。個人的な問題です。何校ぐらいやっ

ていますか、今。 

 

○庶務課長（加藤保之） 市内の小中学校で太陽光発電を整備している学校につきまして

は、５校整備をしております。 
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○委員（石川隆俊） 一つには、美観を乱すとか反射光が邪魔であるとか、いろんな意見

も出ておりますので、だから一部の人は非常に宣伝しておりまして、実は発電効

率は悪くはないんだけれども、せいぜい１軒の上をパネルを引いてもせいぜい１

軒を何とか賄えるぐらいしかできないように聞いていますし、我々は地球上には

緑という葉緑素という最高の太陽のエネルギーを発生する装置があるわけですか

ら、あまり焦ってパネルをあちこち張らなくてもいいと私は思うんです。意見で

す。 

 

○庶務課長（加藤保之） 小中学校の太陽光発電につきましては、環境教育という観点か

ら発電量を子どもたちに見せることですとか、そういったことを現在活用してお

ります。 

 

○委員（石川隆俊） ですから実際には子どもにそういうことを教えるということでそれ

でエネルギーを得ようということはちょっと難しいかもわからないですね。 

 

○学校教育部長（高橋 功） 太陽光発電の関係ですが、こちらにつきましては、今まで

学校の改修、教育委員会については、学校教育部については学校の大規模な改修

があったときに環境教育の一環として活用もできるということから設置をしてい

るという経緯があります。その設置の意味に昭島市としてやはり新たなエネルギ

ーとして太陽光もあるのではないかということで震災後の取組として始めてきた

という経過があります。ただ実際には、学校教育においては一定の大規模改修の

時に太陽光を設置してきたという実績がありますし、またあと実際にはかなりの

費用がその学校によって違いますけれどもかかるという事実がございます。その

中で市の財政状況を勘案をしながら、市として今後太陽光をどうしていくのかと

いう基本的な考え方に基づいて教育委員会としても大規模改修の時にどのように

費用がかかってそれをどのように生かしていけるのか、環境教育に生かしていく

のか、総合的に判断をしながら検討をしていきたいなというふうに考えておりま

す。以上です。 

 

○委員（白川宗昭） スポーツのところなんですけれども、８ページですか、この目標の

ところにはオリンピックなんかの開催をふまえて関係団体や市内企業とも連携を

する中で気運醸成に努めるというふうな文言があります。また、スポーツのさら

なる振興というふうに書いてあるわけですけれども、施策のほうを見ると開始当

時だけということなんですけれども、このオリンピックなんかに関するＰＲだと

かいろんな企画とかいうものは、この部署じゃなくてほかで行われるのか、それ

ともまだ計画が立っていないのだろうかというふうなことも考えちゃうんですけ

れどもいかがでしょうか。 

 

○スポーツ振興課長（橋本博司） 今、オリンピックの担当におきましては、企画政策課

と私どもスポーツ振興課で同時に担当によってやっているんですけれども、気運

の醸成という意味では、昨年度はスクールレクリエーションフェスティバルにお

いてパラリンピックの競技でありますブラインドサッカー、ボッチャを行いまし
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て、今年度も２回ぐらい開催をしたいと予定をしているところでございます。 

 

○委員（白川宗昭） そろそろ日本全体でもオリンピックやパラリンピックのことも随分

と宣伝され始めてきているわけですけれどももうちょっと何か取組がほしいなと

いう風な印象をいろいろ持っているものですからちょっとお聞きいたしました。

さらにいろんな施策を練ってやっていっていただきたいなという風に思います。 

 

○委員（紅林由紀子） すみません、ただ今の白川委員のご発言にかかわる部分なんです

けれども学校のほうではオリンピックパラリンピックに関するいろいろな取組を

されているんじゃないかなと思うんですけれどもオリンピアンの人が学校に来て

講演してくれたり一緒にスポーツをやってくれたりとかあと先日はマスコットの

投票とかも学校でやったりとかというような話もちょっと聞いたりはしているん

ですけれども、そういった部分では結構やって取り組んでいらっしゃるのかなと

思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

 

○指導主事（美越英宣） 学校のオリンピック・パラリンピック教育に関しては全学校が

各学年 35時間、オリンピック・パラリンピック教育に関することで取り組んで、

2020年のオリンピック・パラリンピックが終わってそれで終わりじゃなくて、こ

れをきっかけに障害者理解とかボランティアマインドとかスポーツ志向とかそう

いう観点を学んでいこうと。今東京都の中で中心としてやっているのはボランテ

ィアマインドと障害者理解を大事にしていきながらやっていきましょうねという

形で学校では取り組んでいます。なので、今年度取り組んできた中で一番多かっ

たのは、パラリンピアンを呼ぶとか、パラリンピックのスポーツを体験するとい

うのが本市としてはその中の活動として多く取り上げられた内容でございます。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

     それでは以上で報告事項１を終わります。 

     続きまして、報告事項２「平成 29年度昭島市立学校の児童生徒及び保護者アン

ケートの調査結果について」説明を求めます。 

 

○指導主事（神薗博之） 報告事項２「平成 29年度昭島市立学校の児童生徒及び保護者ア

ンケートの調査結果について」資料をもとに御説明いたします。 

     本調査は毎年おこなっているもので、資料では平成 27年度からの３カ年の調査

結果を示しております。調査対象は、市内小学校第４学年から第６学年の児童及

び保護者、中学校では全学年の生徒及び保護者を対象に実施いたしました。 

     本日は時間の関係から、特徴がわかる一部の結果と今後の方向性を御報告させ

ていただきます。 

     最初に１ページの「確かな学力」、「学校の授業はわかりやすい」を御覧くださ

い。児童の 92.5％と生徒の 77.9％が授業はわかりやすいと回答しており、平成

28年度と比べると小学校は 0.9ポイント上昇し、中学校は 1.5ポイント減少いた

しました。今後も授業改善推進プラン等を活用した授業改善を進めていく必要が

あると考えております。 
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     次に、２ページを御覧ください。「先生方は授業を工夫している」につきまして、

児童の 91.5％、生徒の 77.7％が先生方は授業を工夫していると思うと回答してお

ります。小学校につきましては肯定的な回答の割合が高い傾向にございます。ま

た、中学校では一層の教員の授業力向上を図り、主体的・対話的に学ぶ授業を推

進していく必要があるととらえております。 

     次に、８ページを御覧ください。「豊かな心」、「学校に相談できる先生がいる」

につきましては、一人以上いると回答した児童が 81.6％、生徒が 70.5％となりま

した。昨年度より数値の上昇がみられますが、引き続き教員が教育相談の能力を

身につけたり児童生徒と接する時間を工夫して確保したりする必要があるととら

えております。 

最後に 13ページを御覧ください。「輝く未来」、「先生方は将来の夢や目標につ

いて相談にのってくれると回答している児童生徒を合わせると、昨年度から 1.5

ポイント増加しています。この結果は先生方が児童生徒に寄り添い日々丁寧な指

導を行っている成果の表れであると考えられます。その他の項目につきましては

お時間のある時に御覧いただけると幸いです。以上で報告を終わります。 

 

○教育長（小林一己） 報告事項２についての説明が終わりました。 

本件に対する質疑、意見をお願いいたします。 

 

○委員（氏井初枝） 私はこの資料を見せていただきまして、携帯電話のことが気になり

ました。円グラフを見ますと３年生以前から持っているというお子さん方がすご

く多いという現状も、本当にそういうのが子どもたちの生活に入り込んでいると

いうのは何となく感じてはいたところなんですが、こんなになんだなということ

とか、それからＳＮＳを使ってのいろいろな事件とかいじめとか本当にいろいろ

増えてきている時代の中で、家庭でのルールが決められていないというおうちの

割合が依然として多いというようなことがとても気になりました。この件に関し

ましてはコメントのところにもそういう指導が大切だとかいろいろ書いてござい

ますけれども、私もまったく同感で、保護者の意識の啓発をさらに続けていくこ

とが必要ですとか、それから子どもたち自身がまずそういうことに関してのメリ

ット、デメリット両面のほうからきちんと知っておくということがとても大事な

世の中になっているんじゃないかなという思いを、ここのデータを見ながらさら

に再認識したということです。学校のほうでもセーフティ教室などで御指導はす

でにされているとは思うんですけれども、さらにそういうような必要性がこれか

らますます必要になってくるんじゃないかなということを感じました。感想です。 

 

○指導主事（神薗博之） 確かに携帯スマートフォン、あるいは携帯電話もそうなんです

けれども、低学年、学年が低年齢化してございます。今までセーフティ教室等は

小学生でいうと、どちらかというと高学年が対象というところでやっておりまし

たけれども、今後は中学年、また低学年にもわかりやすい、そういったところに

焦点を当てていくように業務計画をしながら今後も取り組んでまいりたいという

ふうに考えてございます。 
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○委員（紅林由紀子） 今のお話に私もまったく同感です。前は中学生や高校生のものか

なというぐらいに思っていたんですけれども全く違うようで、小学生でもかなり

の子が持っていて、娘のクラスメイトなんか、もう女子はほとんど持っているん

じゃないかという話も聞いたりしますし、それもかなり早い時期から持っている

ということも聞きますのでこのデータを見て本当にそうだったんだな、なるほど

なるほどと思った次第でありまして、今主事がおっしゃったように本当に早い時

期から保護者と子どもと両者にやはりその危険性とか家庭内ルールのこととかし

っかり指導をしていく必要があるなというふうに私も感じました。 

それとあと、やはりこのＳＮＳを使っている数値を見ますと、やはり持ってい

ない人は、使わない人は当然なんだけれども、よく使うか使わないかのどっちか

になってしまう、結局使い出したらなかなかよく使うようになってしまうという

ような部分も、やはり日常生活に支障をきたさないように使用する時間帯とか使

い方をやはりしっかりと考えさせる必要があるんだなというふうに感じました。

その点は以上です。 

 

○指導主事（美越英宣） ＳＮＳに関して今までは恐怖教育という、つまりこういうこと

は危ないですよ、ああいうことは危ないですよということを今まではやってきた

んですけれども、今後はそれよりも大事なことは、子どもたちが自分のこととし

てとらえるということで、問題解決的にＳＮＳのことがわかるようにということ

で今年から「ＳＮＳ東京ノート」が一新されまして、今まではこういうことが危

ないですよ、危険ですよということばかり載っていました。今年度はこういう場

面があります、どうしますか、オープンエンドで答えまでは求めないんですけれ

ども子どもたちに考えましょうというのが低学年バージョン、中学年バージョン、

高学年バージョン、そして中学校バージョンで分けられて、今年度から作成をさ

れて、今学校ではそれを実践しています。あと考えてＳＮＳ使おうねということ

をもっともっと広げていきながら、当然セーフティ教室では危険なこともあるよ

ということは指導しながらこの両面で今学校としては現状として指導していると

ころです。以上です。 

 

○委員（紅林由紀子） 今の自分たちで考えさせるという、そういった方向性は大変すば

らしいしとてもいいというふうに感じました。もはやこの流れは誰にも止められ

ないという感じですので、やっぱり子どもたちの会話を聞いても、すべての情報

の入手先はネット、ユーチューブとかグーグルとかになってきているので、その

中で自分たちでどうしていくかということを考えられる力をつけていくことが何

より大事だなというふうに私も感じます。どうぞよろしくお願いします。 

 

○教育長（小林一己） 続けてどうぞ。 

 

○委員（紅林由紀子） ちょっと非常に細かいことで申しわけないんですけれども、６ペ

ージなんですが、「豊かな心」１でグラフを見ますと、コメントのほうでは生徒は

28年度から 8.2ポイント増加したと書いてあるんですけれども、グラフを見ます

と増加したようには見えないのですが、この辺はどうなのかなというふうに思い
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ました。というのが１点です。 

     それから全体的な傾向として、ちょっと小学校、本当にわずかな数値ではある

んですけれども、小学校は増加しながらちょっと中学校は少し微減というところ

が多かったので、そのあたりは先生方はどのようにとらえていらっしゃるかとい

うことがもしありましたら教えていただきたいなというふうに感じました。 

 

○指導主事（神薗博之） １点目の数値の件でございます。こちらは入力上の手違いだと

思います、申しわけございません。小学校、中学校の先生方が、結果をどのよう

にとらえているかというところではございますが、改めて教務主任会等でこうい

った情報提供をしまして、そういった中で小学校の先生の方には現状をとらえて

いただいて、その中でどうしていくべきかということはこれからしっかり享受を

して来年度以降どう改善していくかというところで話し合いをしていきたい、改

善に向けた取組をしていきたいと考えてございます。 

 

○教育長（小林一己） ただいま紅林委員のほうからお話がありました表の関係は、次回

の教育委員会で訂正した表を改めて配布をさせていただきますので。よろしくお

願いいたします。 

 

○委員（紅林由紀子） どうぞよろしくお願いいたします。特にちょっと気になったとい

うか、11ページの学校を楽しく過ごしているかどうかといったアンケートにつき

まして、やはり楽しく過ごしていない、あまり楽しく過ごしていないという生徒

さんが少し増えているというか、わずかではありますけれども 28 年度よりも 29

年度についてはちょっと増加しているというような部分が気になるといえば気に

なりますので、このあたりを学校で安心して楽しく学校生活が送れるように人間

関係とか特に中学校において御配慮いただきたいなというふうに思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

○指導主事（神薗博之） こちらも生徒指導主任会で報告するとともに、各学校におきま

してはスクールカウンセラーを含めてすべての子どもたちが楽しく学校に行ける

環境づくりをつくれることを目指してまいりたいと思います。 

 

○委員（氏井初枝） 私も豊かな心のアンケート結果を見て同じようなことを感じました。

それでアンケートの取り方で、本市の場合には自由記述欄がなかったように記憶

しているんですけれども、楽しくない、具体的にはどんなことなのか書き込める

ような、強制ではないんだけれども書きたいなという思いがある子は書けるみた

いな自由記述欄みたいなのを設けると、そこら辺の解決策みたいなのに結びつく

ような子どもの声を聞くことができるのかなということもちょっと感じましたの

で、そのアンケートのことも御検討いただけたらありがたいです。 

 

○指導主事（神薗博之） 御意見ありがとうございます。御指摘の件に関しましては各学

校のほうでそれぞれ集約と自由記述を行っておりますので、そういった中で生活
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指導主任会等で情報を共有していきたいというふうに考えてございます。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

それでは報告事項２を終わります。 

続きまして、報告事項３「第２次昭島市特別支援教育推進計画（案）に対する

パブリックコメントの結果について」説明を求めます。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 報告事項３「第２次昭島市特別教育推進計画（案）に対す

るパブリックコメントの結果について」御説明いたします。 

意見を募集した期間は平成 29年 11月 20日から 12月 19日でした。 

意見を提出した人数は２人で、寄せられた意見の数は 15件でした。提出された

意見の概要と委員会の回答につきましては別紙１を御覧ください。 

意見につきましては、用語に関すること、基本理念に関すること、特別支援学

級の児童生徒の状況、通常の学級における特別な支援が必要な児童生徒の状況、

昭島市特別支援教育推進計画の評価に関することについて御意見をいただきまし

た。 

いただいた御意見につきましては、１月 15日に開催いたしました特別支援教育

推進計画策定委員会において検討を行い、委員会としての考えをまとめ別紙１に

記載したとおりでございます。検討の結果、この特別支援教育推進計画の案につ

いて２カ所修正を行いました。 

別紙１の２ページ意見番号の 10番を御覧ください。特別支援教室における指導

は平成 30 年度から開始が決定されるのであれば開始すると断言すべきではない

かという御意見をいただきました。検討した結果、特別支援教育の指導開始につ

いてはすでに決定事項でございますので開始する予定であるという表現を開始す

るという表現に修正をいたしました。 

次に、別紙１の３ページを御覧ください。意見番号 12番です。支援を必要とし

ている児童生徒の教育や保護者の理解の啓発については、いろいろと書かれてい

ますが、支援を必要としている児童生徒の障害を認め、級友として受け入れ、と

もに教室で学ぶ仲間と考えられるよう児童生徒の教育についてもイメージしてい

ただきたいと思いますという御意見をいただきました。この御意見を受け、プラ

ン４の(3)の交流および共同学習の推進のところに、理解・啓発事業の実施という

内容を本文につけ加えて、子どもたちが相互に理解しあえるような環境づくりを

していくという文面を追記をいたしました。 

なお、このパブリックコメントを受けて修正しました最終案を委員の皆様には

別紙２としてお配りしておりますので御覧いただきますようお願いいたします。 

私からは以上です。 

 

○学校教育部長（高橋 功） 本日はパブリックコメントの意見とそれの考え方、これは

15日に今、説明させていただきましたように検討委員会をふまえた策定委員会の

考え方ということをお示しさせていただいております。計画の案につきましては、

２月の教育委員会のほうで審議をいただいて最終決定をしていきたいというふう

に考えております。委員の皆様には本日お配りしておりますが、審議としては２
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月に審議をいただくというふうに考えてございますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

○教育長（小林一己） 報告事項３について説明が終わりました。 

本件に対する質疑、意見をお願いいたします。 

 

○委員（紅林由紀子） まず感想としてなんですけれども、特別支援教育にかかわってい

る方々は市民の中でもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、当事者とい

うか、こういった教育を受けられているお子さんをお持ちの保護者の方もたくさ

んいらっしゃると思うんですけれども、それにしては御意見をいただいた方がお

二人というのは少ないなというのが率直な感想でございます。ということで、期

間的には十分あったと思いますし、通常のパブリックコメントと同様にされたと

思うんですけれども、新しい第２次計画が今つくられているんだということが、

どのぐらいそういったお子さんをお持ちの御家庭の皆様に、あるいはそういった

教育にかかわっている方々にどのくらい認知されているのかとか、認知のお知ら

せしたりとかいう当事者の方に積極的にお知らせして、この計画案を読んでいた

だこうというような働きかけをどんな形でされていたかということについてちょ

っとお伺いしたいんですけれども。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） まず、今回の特別支援教育の策定委員会には保護者代表と

いうことで、地域の中でも発達障害のあるお子さんのいろんな支援についても関

わりを持っている保護者の方ということで委員としてお引き受けいただいて、そ

の方から発信をしていただくような工夫をしていただいたということと、あと 10

月に市民向けの特別支援教育の説明会がございました。そこの場でも特別支援教

育推進計画第２次が出て 11 月からパブリックコメントを実施しますのでぜひ御

意見くださいというような直接的な周知はしております。 

そのほかにつきましては、従来のほかのパブリックコメントの募集と同じよう

に市報やホームページという方法でお伝えをしております。また、各学校の校長

先生方にはこのようなパブリックコメントを実施するという旨の周知はしておる

ところです。 

そのような形でしたのですが、私どもとしましてもお二人の方からしかいただ

けなかったというところは少し残念なところはあるんですけれども、そのような

形で周知するようには努めてまいったところでございます。 

 

○委員（紅林由紀子） わかりました。説明などでもお知らせいただいたり、保護者の委

員の方からもＰＲしていただいたりということで、そういうことから考えるとち

ょっとパブリックコメントというものが少し敷居が高いのかなというような感想

も持ちました。そしてそのコメントの中身につきまして、いろいろ御意見いただ

きましたけれども、この策定員会の考え方につきましては今回発言してもよろし

いですか。 

      

○教育長（小林一己） はい。 
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○委員（紅林由紀子） わかりました。では、ナンバー11の部分なんです。冊子を全教職

員に配布したということで支援員の方にも配布しているんでしょうかという御意

見をいただいて、それに対して必要に応じて情報提供しているというふうに策定

委員会のほうで書かれておりますけれども、そこの学校の中でのいろいろな状況

もあるかと思うんですけれども、この取り巻くいろいろな支援者の方々にやはり

こういったことについてしっかり理解をしていただく、対応の仕方について理解

をしていただくには、必要に応じてというよりは、何かやはりちゃんと読んでわ

かるとか研修に出てきていただいて、そこでしっかり理解していただくというよ

うなことが必要なんじゃないかなと私は思っているんですけれども、ここの策定

委員会の中では、学校での判断に任せるといった、そういうスタンスなんでしょ

うか。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） この冊子についてでございますが、この冊子の中身は実際

に先生方が授業づくりをしたりとか、環境整備をしたりするところの指針になっ

てきますので、そこについてまずは先生方に理解していただいて、学校全体でこ

の考えに基づいて教育のユニバーサルデザインの考えに基づいた教育活動を展開

していただくということがこの冊子の作成の第１の目的でございますので、それ

についてまず先生方にしっかりと共有していただくということが一つです。その

中で策定委員会の中でも御意見をいただいたのは、ただその中でも例えば見通し

を持たせるとか落ち着かせるためには刺激を少なくするとか、そういった手立て

というのは当然支援員の方々が知っていることはとても有効であるということで、

そういう意味でここの文章の最後のところに「各校での特別支援教育支援員で研

修に積極的に活用してまいります」ということで、そこの学校のそれぞれのお子

さんの特性に合わせてこの指導の支援の仕方は学校全体でやっているので支援員

の方にもぜひこれを一緒にやりましょうという形で一緒にお伝えをしていくとい

う形で、ただ冊子を配るだけという形ではないという活用方法がやはり有効では

ないかという御意見をいただいたので、このような策定委員会の考え方というこ

とでしております。 

ただ、冊子自体は、例えば電子化してそれを共有できるような形にするとかそ

ういうような形で支援員の方々にもこの有効な方法について情報提供して一緒に

やっていくという方策については、より一層工夫していきますよということで会

の中では意見をいただきましたし、今後そのような方向で進めてまいりたいと考

えております。 

 

○委員（紅林由紀子） そういったお話が出ていたということで、それならばという気持

ちでおります。と申しますのは、私も動物園のボランティアとかやっていますと、

やっぱりいろいろな方がいらっしゃいますので、そういった方への対応の仕方と

いうのもやはりボランティアでも知識としてこういうことはちゃんとわかってい

てくださいというマニュアルというか理解を進めるものをもらったりするんです

けれども、教育支援員の方だけじゃなくて、これは学校教育とは担当が変わると

は思うんですけれども、例えば放課後子ども教室にいる方とかコーディネーター
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の方とか、あと例えばウィズユースで子どもたちと関わる方とかたくさんの方々

がそういった子どもたちと関わることになってくると思うんです。そういった場

合に対応の仕方を間違えると、それによって子どもがパニックを起こしたりとか

そういったこともあると思いますし、それでその場がいやになっちゃったりとか

ということが、やはり子どもにとって幸せなことではないと思うので、周りの人々

がわかっているべきことを、例えば何かそういう人に対しての、これは先生方の

ものだということはよく理解しましたので、そういう方々に対しての何か冊子み

たいな、理解を進めるための冊子みたいなのをつくったらどうかみたいな話は出

なかったでしょうか。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 策定委員会のここのパブリックコメントに対する意見の場

ではそういうお話は出なかったんですが、特別教育推進計画の中でのプラン４の

共生社会の実現のところで、特別支援教育への理解啓発のための取組のところで

例えばそういうような、障害にかかわることに対する簡単なリーフレットなりと

いうものをつくったらどうだというのは、その前の段階で出てきて、それをどう

いう形になるかということはまた今後検討していかなければなりませんが、そう

いうような取組をしていこうというところで計画の中には位置づけたという経緯

がパブリックコメントの前にございましたので、そういう話は今回でなかったん

ですが、その以前には出たということで御報告させていただきます。 

 

○委員（紅林由紀子） はい、わかりました。ありがとうございました。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは以上で報告事項３を終わります。 

続きまして、報告事項４「平成 30年度学校評価の取組について」説明を求めま

す。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 報告事項４「平成 30年度学校評価の取組について」御説明

いたします。 

現在実施しております学校評価の目的は主に３点ございます。１点目は、各学

校が自らの教育活動、その他の学校運営について目指すべき目標を設定し、その

達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより学校として

組織的、継続的に改善を図ることです。 

２点目は、各学校が自己評価及び学校関係者評価の実施と、その結果の説明公

表により、保護者、地域住民から自らの教育活動その他の学校運営に対する理解

と参画を得て信頼される開かれた学校づくりを進めることです。 

３点目は、教育委員会が学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や状況整

備等必要な措置を講じることにより教育の質を保証し、その向上を図ることです。 

これまでの本市の学校評価推進事業の取組としましては、法的義務のある学校

による自己評価、努力義務のある学校関係者評価、法的義務や努力義務のない第

三者評価の３つの評価を実施して推進してまいりました。法的義務、努力義務が

ない第三者評価については、平成 21年度から実施を開始し、学識経験者、企業経
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営者、市民代表で構成された委員が年３回の学校訪問を実施し評価を実施してま

いりました。現在は３年間で全 19校の評価ができるようにして、今年度で３年間

のサイクルが終了します。 

それでは平成 30年度からの学校評価の実施についてでありますが、実施の基本

的な考えとして４点上げております。 

１点目は法的義務として位置づけられている自己評価を改善充実させ、カリキ

ュラムマネジメントに生かすことです。 

２点目は新しい学習指導要領の改訂で目指されている社会に開かれた教育課程

に基づくカリキュラムマネジメントのあり方や、チーム学校の考え方をふまえ、

学校評議員から構成される学校関係者評価委員会で実施する学校関係者評価を充

実させることです。 

３点目は法的義務、努力義務がない第三者評価については学校評価のＰＤＣＡ

サイクルが意識化されたなど一定の成果が見られ、一定の役割を果たしたことと

判断し、平成 30年度からは実施しないこととすることです。 

４点目は社会に開かれた教育課程の実現のため、年度当初には学校評価計画、

年度末には学校評価結果報告書を学校のホームページにて公表するなど学校評価

にかかわる情報を積極的に発信してまいることです。 

実施の基本的な考えに基づき、自己評価の体制の充実、学校関係者評価の充実

の取組を進めてまいります。１年間を通した学校評価の流れにつきましては、裏

面の４の学校評価の流れを御覧ください。 

説明は以上でございます。 

 

○教育長（小林一己） 報告事項４について説明が終わりました。 

本件に対する質疑、意見をお願いいたします。 

 

○委員（紅林由紀子） １点お伺いしたい点がございます。 

学校関係者評価委員会が今まで学校評議員会とイコールということになると思

うんですけれども、今までも学校評議員さんは授業参観をしたり資料を見て評価

結果を学校に出すということは今までもされていたんでしょうか。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 実際、学校評議員会を年３回以上各学校で開いていますが、

そこで学校評価の自己評価等の報告をして、それについて御意見をいただくとい

う形で、そこで実際いただいた意見をまとめて学校関係者評価として学校が取り

まとめていたという点がありますので、来年度以降は学校評議員さんである程度

まとめていただくようなお願いをして学校関係者評価としてより一層充実を図っ

ていきたいなというふうに考えております。 

 

○委員（紅林由紀子） わかりました。評議員さん自体が割とメンバーが固定化している

というような現状があると思うんですけれども、そういった中でかなりもちろん

そういったことが専門の方は少ないと思うんですけれども、できる方もいらっし

ゃると思いますが、そうじゃない方もいらっしゃると思いますし、かなりその中

で評価結果をまとめるというような形にするともちろん大事なことだと思うんで
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すけれども、かなり評議員さんとしてはちょっとハードルが高いというか新しい

なり手がますますいないというようなことになりかねないかなというような心配

があるんですけれども、その点はいかがでしょうか。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 報告書という形だとすごく大げさな形に聞こえてしまった

かもしれませんが、自己評価に対する学校の分析や今後の方向性について御意見

をいただくという形での報告書という形で考えておりますので、一から全部評価

するということではなくて、あくまでも自己評価の結果、それから評議員さん自

身でいろんな学校の教育活動を見ていただいたものをふまえて御意見をいただく

という形の報告書というふうに考えております。 

 

○委員（白川宗昭） 私も昔学校評議員ってやったことがありますけれども、こういうふ

うな仕事といいましょうか、を持っているということが学校評議員さん、今の評

議員さんは承知した上でやっていらっしゃるんですか、今現在。どうなんでしょ

うかね。今関連することなんですけれどもどうでしょう。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 学校評議員さんにお願いするにあたって、学校評議員さん

の仕事として校長先生の経営方針に対して意見、校長が必要に応じて意見を求め

ることができるというところが一番大きなところですので、やはり学校の教育活

動の評価結果について校長先生が御意見をいただくというところで学校評議員の

役割としては認識をしていただいていると私は考えております。 

 

○委員（紅林由紀子） 家の者が今、評議員をやっておりますので、結構やっぱり大変か

なというふうには思うんですけれども、なるべく評価しやすいような、例えばア

ンケートとか、何か具体的にこの日あたりに学校講演会の時に授業を見て年何回

ありますからこの中のどこかを見てこういうふうなアンケートを書いてください

とか、取り組みやすいような準備をしていただけるとありがたいなというふうに

感じます。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） それぞれ学校評議員さんもいろいろなお仕事や役割を持ち

ながらお引き受けいただいている方々も多いかと思いますので、やはりそこにつ

いては学校といろいろ話しながらやりやすい方法については今後検討してまいり

たいと思います。 

 

○委員（紅林由紀子） すみません、引き続き申しわけありません。第三者評価につきま

しては 21年度からずっとやられてきて一定の役割を果たしたということで、ここ

で実施をやめるということは理解いたしました。ただ第三者評価も委員さん方も

学校側もいろいろ大変だったところもあると思うんですけれども、やはり学識経

験者の学校経営に携わってきたいわゆる専門家というか、プロの方が見ていただ

いて御意見いただけるという意味とか、あと企業経営に携わっている方が人材育

成といった点からも御発言いただいたりとかいう意味でとてもよかったところが

あると思うんですけれども、今後こういう形にしていった場合に、そういうプロ
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の方の目からアドバイスをいただけるような機会というのはどのような形で考え

ていらっしゃるかどうかという点をお聞かせいただきたいと思います。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 実際に、例えば学校評議員の中に学識経験者を入れるとい

う方法もあるかと思いますし、またそのほかいろいろな学校訪問等の機会を通し

て、さまざまな目で学校の経営を見ていただくという機会はあると思いますので、

そういうものを整理してまた学校に情報提供をしてまいりたいというふうに考え

ております。 

 

○委員（紅林由紀子） わかりました。 

もう１点よろしいですか。今の点は理解いたしました。最後に学校評価結果報

告書を学校のホームページにて公表するというふうに書かれているんですけれど

も、これ自体は大変結構なことだと思うんですけれども、学校のホームページに

ついてなんですけれども、かなり学校によって作成の状況がバラバラな感じがあ

りまして、これは学校の先生方がお忙しい中でやっていることなのでもちろんそ

れについてもっとちゃんとということは言えないと思うんですけれども、この点

において教育委員会としてサポートしていくというようなお考えはないのかなと

思いまして。やはりホームページに公表してもやっぱりなかなかホームページに

アクセスして見るメリットが、やはり今関係者、特に保護者についてはあまり感

じられないようなホームページもあるかなと思うんですけれども、この点をやは

り開かれた学校という意味で情報発信という意味では、このホームページという

のは今後は結構大事な部分になってくるんじゃないかなというふうに感じている

んですけれども、この学校ホームページについては何か支援するようなつもりは

何かございますでしょうか。 

 

○庶務課長（加藤保之） 学校のホームページの更新等につきましては、教育委員会の庶

務課のほうで担当と、あとＩＣＴの支援員がおりますので、学校のほうを訪問し

た際に相談を受け、更新についてお手伝い等をさせていただくシステムになって

はおります。 

 

○委員（紅林由紀子） わかりました。ぜひ支援していただきたいなというふうに希望し

ております。 

 

○学校教育部長（高橋 功） 各学校のホームページ、これは非常に情報をお伝えする、

また学校のことを知っていただく上で非常に重要なものだと思っております。基

本的には各学校で工夫をしながら保護者の方、地域の方に開かれた学校というこ

とで知っていただくために活用をしていただいているというふうに理解しており

ます。ただ、確かにそこの学校のそれに携わってくださっている先生の知識によ

って確かにホームページがなかなか更新されないとか、内容についてばらつきが

あるというのは事実です。それについては先ほど庶務課長から話をさせていただ

いたとおり教育委員会の職員もおりますし、またその支援員という形で教育委員

会のほうにも労働者派遣として来ていただいています。そういうものを学校に訪



 - 21 - 

問するとか相談を受けながら各学校のホームページが充実するような形で学校と

一緒に考えながら対応していきたい、教育委員会についてはそれをサポートして

いきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いします。 

 

○委員（紅林由紀子） 本当に先生方は今、勤務時間の問題とかもありますし、ただでさ

えお忙しいと思うので、本当になんとかしてくださいというふうにはとても言え

ないので、ぜひサポートをお願いしたいなというふうに思います。よろしくお願

いします。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

この報告事項４につきましては報告事項という形ですけれども、第三者評価に

つきましては一定程度の役割が終わったということで平成 30 年度から実施をし

ないという方向性をとっていきたいと考えておりますのでよろしいですか。また

何かありましたら御意見等いただければと思っておりますのでよろしくお願いい

たします。 

     続きまして、報告事項５「平成 29年度学校給食食育展示の開催について」説明

を求めます。 

 

○学校給食課長（坂本忠司） それでは報告事項５「平成 29年度学校給食食育展示の開催

について」御説明させていただきます。 

     毎年全国学校給食週間に合わせ食育に関する事業を実施しておりますが、今年

は学校給食の意義や役割について理解を深め関心を高めていただけるよう、給食

や食育に関するパネルなどの展示を市役所市民ロビーで開催いたします。期間は

全国学校給食期間である１月 24日水曜日から 30日火曜日までの土曜日曜を除く

５日間、時間は午前８時 30分から５時までとなっております。 

主な展示内容でございますが、学校給食の歴史や昭島の学校給食、児童生徒の

食生活を取り巻く状況と食育の必要性、今年度の食育の取組などとなっておりま

す。この開催の周知方法でございますが、市のホームページや給食だよりに掲載

しております。また各学校長および食育リーダーあてに通知を送付させていただ

くとともに各学校、市施設等にポスターやチラシを配布し、多くの方に御覧いた

だければと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。報告については

以上になります。 

 

○教育長（小林一己） 報告事項５について説明が終わりました。本件に対する質疑、意

見をお願いいたします。 

     よろしいでしょうか。それでは以上で報告事項５を終わります。 

続きまして、報告事項６「アキシマクジラの新種・個体認定について」説明を

求めます。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） 報告事項６「アキシマクジラの新種・個体認定について」

御報告申し上げます。アキシマクジラの化石発見後、国立科学博物館を経て群馬

県立自然史博物館に移送され調査・研究がすすめられてきました。平成 29年３月
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に研究論文が日本古生物学会に正式に受理され、本年１月１日に学会英文誌に掲

載されたことでアキシマクジラが正式に新種の個体と認定されました。 

掲載されましたのは、１月１日に発刊されました日本古生物学会の英文誌、パ

レオントロジカルリサーチのボリューム 22のナンバー１でございます。 

アキシマクジラの学名はエスクリクティウス アキシマエンシスで、エスクリ

クティウスは、コククジラ属の総称で、アキシマエンシスは、「昭島で見つかった」

とか「昭島産の」という意味でございます。 

論文の概要は後ほど資料で御説明いたします。市民等への周知でございますが

２月 15日号広報あきしまで特集を組み、市ホームページのアキシマクジラのコー

ナーもリニューアルし２月 15日に公開してまいります。 

なお、研究論文につきましては社会教育課にて閲覧ができます。 

それでは別紙の資料の御説明をいたします。別紙１が論文の要約で、別紙２が

論文でございます。別紙１の論文の要約ですが別紙２の英文１、２ページの訳と

なっております。なお、英文論文の３ページ以降は化石の部位の専門的な記載の

ため省略させていただいております。 

それでは別紙１の論文の要約ですが、タイトルは日本の初期更新統から発見さ

れたコククジラ属の新種という意味になっております。 

アブストラクツの要旨ですが、現在コククジラ科は、一種のみが生息し、化石

記録も少なく不明な点が多い中で、アキシマクジラの化石が発見され、研究の結

果新種のコククジラ類であり学名エスクリクティウスアキシマに指定したことが

書かれております。 

イントロダクションでは現生コククジラは３個体分が確認されていること、こ

れまでに発見された化石では種までは特定されていないこと、そして次のページ

次ページ、２ページですね、裏面にアキシマクジラのこれまでの報告や書籍につ

いて記載をされております。中段にはコククジラ属の分類学上の系列が示されて

おり下段にアキシマクジラがコククジラ科である根拠が書かれております。 

３ページ目からは新種としてのアキシマクジラの情報、新種としての特徴や発

掘された化石の部位、発見場所等が記載されております。 

次に４ページ目にはこれまで発見されてきたコククジラ属の化石とアキシマク

ジラの化石の違いとアキシマクジラがコククジラ属の新種であることが記載され

ております。 

以上、簡略な説明となりますが御報告申し上げます。 

 

○教育長（小林一己） 報告事項６について説明が終わりました。本件に対する質疑、意

見をお願いいたします。 

 

○委員（氏井初枝） 化石が正式に新種の個体だということが認識されたというのは市民

の一人としてとてもうれしく感じました。先ほどの昭島市実施計画の中でレプリ

カの作成とかこの記念事業にこれだけのお金が使われますって先ほど御説明いた

だいたところなんですけれども、以前、確かレプリカのほかに実際の化石のいく

つか現物の化石が総合センターのほうに展示されるというお話を伺ったように記

憶しているんですけれども、いただいた資料の中のどの化石が標本として今度で
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きる総合センターの中で展示されるんでしょうか。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） （仮称）教育福祉総合センターに展示予定の実際の化石そ

のものですが、３ページ目の模式標本の腰椎、それから肋骨、それからそのあと

にある肩甲骨、この肩甲骨はずっとではございませんが最初の時に展示する予定

でございます。以上でございます。 

 

○委員（氏井初枝） ありがとうございました。それでそのほかの今お話のあったほかの

標本というのは、これからもずっと群馬の自然博物館のほうに置かれるというこ

となんですか。それとも昭島のほうに今度総合センターができるのでこちらのほ

うに来るということなんですか。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） 化石の標本ですがこれは論文に掲載されたということで世

界に発信されております。世界に発信されたということは、どこの博物館にある

かという位置の情報も入っております。ですので、基本的にはすべての化石が群

馬県立自然史博物館に現段階ではおかれることになっております。その一部でク

ジラによってそれほど個別を判別するものではないところ、肋骨であるとか背骨

であるとかそういったところは昭島のほうに展示させていただけるということに

なっております。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員（石川隆俊） 単なる好奇心なんですけれども、インターネットで見るともともと

はずっと科学博物館で研究をしていたのが群馬のほうに行ってさらに研究が進ん

だと思うんですが、発見者の方は、現在、田島さんは御存命なんでしょうか。あ

るいはもう一つ伺いたいのは、科学博物館の尾崎先生、当時の先生はこの世にお

られるのかどうか。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） 大変残念なんですが、発見から 57年ほどたってしまいまし

て発見者の田島先生と、それから当時国立科学博物館の尾崎先生は両方とも故人

となっております。また化石の発掘に携わった方のほとんどの方が故人となって

おりますが、現文化財保護審議会委員の遠藤先生とかそれからあと記録撮影をし

た方が小平で御存命でいらっしゃいます。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員（白川宗昭） 本当に私も小学校６年生の時に発掘で見ておりましたけれども、そ

れからもう五十数年たっているわけですけれど、その間いろいろな先生方も研究

されたりあるいは放置されたりというような事態もあったかと思いますけど、そ

の間昭島のほうではくじら祭りとか、いろいろ昭島のシンボルとして一面におい

ては定着もしてきていたと。そういう中でこういう学術的に新種の個体であると

いうことが今回長谷川先生の努力によって発表で来たということは、本当に昭島
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にとって記念すべき昭島の歴史の１ページを飾るぐらいの出来事だというふうに

私は認識をしております。その間、いろいろな関係各分野本当に御努力に敬意を

表する次第でございます。さきほど広報あきしまとかいろんなところで新聞発表

もするんでしょうけれども、いろいろＰＲというか発表されるかと思いますけれ

ども、一つ申し上げておきたいのは学校現場でもせっかくこういう素晴らしい発

見個体の発見認定ということでございますので、そのことの意義、学名がついた

ということの意義というものをやっぱり小中学生にもぜひ知ってほしいというふ

うに思います。ちょっとしたパンフレットを作るのも結構かと思いますけれども、

何かの形で近々のうちに現場から、この昭島で出てきたんだよというようなこと

をＰＲをして、ぜひ昭島の風格づくりの一環というか、昭島大好きなんて最近流

行っていますけれども、そういう気持ちの一つとしてそれが有効だと思いますの

で学校現場でもぜひ一つ取り上げてほしいというふうにお願いをしたいと思いま

すけれどもいかがでしょうか。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） 現段階で小学校３・４年生の社会科の副読本に見開き２ペ

ージでアキシマクジラの化石のページを設けさせていただきました。この内容で

更新するときに当然学名がついて個体だったということを変更させていただくと

ともに、先ほど言いましたように全小学校中学校の児童生徒さんのほうに学名の

ついた意義等をパンフレットとかそういうお話がございました。こちらは指導課

のほうと御相談させていただく中で検討させていただきたいと思います。 

 

○委員（白川宗昭） せっかくの明るいニュースでもあるし昭島にとっても非常に大きな

ニュースだと思いますので、この機会を逃さずに有効に町づくりというか人づく

りに使っていただければ幸いだと思いますので一つよろしくお願いいたします。 

 

○委員（石川隆俊） これも興味ですが日本にクジラの化石がほかにないわけじゃないで

しょうけれども、もちろん我が国は火山が多くて化石が残りにくい国だと思うん

です。そういう意味でたぶんいろんな市町村には恐竜もいるわけですし、これは

哺乳動物ですが、爬虫類もいるし、そういうのを一つ主なところがちょっとわか

るように一つよろしくお願いします。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） 今、石川委員のほうから言われたように、化石がまず残る

ということは非常に地層の圧力と過熱によって左右されまして、これによってほ

とんどが消え去ってしまうと。また現場に出てきても多分石ころであったり処分

されたりすることもございます。アキシマクジラは幸いにして出てきて発見され

たという奇跡の連続だったということも聞き及んでおります。 

まずクジラについてですが、化石で全骨格の化石があるというのは日本の中で

も非常に少なくて、はっきり申し上げられないのですが福井県のところに１体あ

るというふうには聞いております。それから恐竜については非常に多くて全骨格

があるというのは、大変不勉強で申しわけありませんが、私のほうで細かな詳細

について申し上げることはできませんので。 
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○委員（石川隆俊） それをパネルをつくるときに全国の様子なんかもわかるようにして

いただけるとこの価値がさらにはっきりするかもわからないですね。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） アキシマクジラを展示する際にレプリカ等を展示するほか

に郷土資料室の中にアキシマクジラのコーナーをつくります。その中に今委員の

言われたような分布図とかそういったものは検討していきたいというふうに考え

ております。 

 

○委員（紅林由紀子） 私も白川委員と全く同意見で、本当に子どもたちにやはり新種と

してこのアキシマクジラの学名としてこの名前が昭島の名前が中に入ってちゃん

とついているということのそのすごさというか、それをやっぱり知ってほしいと

いうかちゃんとわかってもらえるようなふうに何か手立てをしていただきたいな

というふうに思います。子どもたち、クジラ祭りを知らない子どもはいませんし、

アッキー・アイランも皆知っているし、クジラというのは昭島にとってすごく近

しい存在でくじらが発見されたということはみんな知っていると思いますし、小

学校の授業でも総合の学習で郷土のことを調べたるときにアキシマクジラクイズ

をつくったりとかうちのもやっていましたけれども、みんな知っているんですけ

れども、そういった学問上やっぱりこういうことになったということがすごいん

だということをわかってもらいたいし、それが次世代の理科というかそういう生

物とかそういうものに対しての興味をかき立てるきっかけにもなると思いますの

でぜひその点をお願いしたいなというふうに思います。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） 今紅林委員のほうから言われましたように広報等でもお話

しするほかに昭島の教育とかいろいろな配布物がございますので、学校教育部の

ほうと連携をしながら広く周知していければというふうに考えております。 

 

○委員（氏井初枝） ちょっと私ごとになりますけれども私発見の田島先生と同じ職場に

なったことがあったり、理科の研究サークルに入っていた関係で、クジラの化石

のそばにあったというサメの化石など実物をみせていただいたりしたことがあり

ました。それから自分が小学校時代、多分この化石が発見された時だと思うんで

すが、私は杉並の小学校だったんですけれども理科専科の先生に連れられて多分

この昭島に来たんじゃないかなと思いますけれども、化石を掘るという実習を自

分がしたことがあるんです。結構、砂岩のきちんとした土壌じゃなかったんです

けれども貝の化石ですとか植物の化石などをとった記憶がすごく今もしっかりあ

ります。ですから昭島の子どもたちにもいろんな手立てがあって、私、社会科の

副読本なんかにも載せたらいいなと思ってもうそのことはなさっているというこ

とでしたけれども、理科の学習の高学年の理科のことですとか、理科見学みたい

なので発見されたところに実際に行ってみて可能だったら化石を掘ってみるとか、

いろいろなことが考えられると思いますので子どもたちも含め本当に市民の皆様

方に周知を図って皆さんに関心を持っていただけたら嬉しいなと私も思っており

ます。以上です。 
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○社会教育課長（伊藤雅彦） 今、氏井委員が言われましたようにサメの歯も同時に見つ

かったりしております。このサメの歯は昭島のほうに研究後戻ってくることにな

っておりますのでこれも展示できるかと思っております。それから化石の採取の

実習ですが、生涯学習部の社会教育課としてボランティアを使いまして化石の採

取教室みたいなものをできたらやりたいというふうに今検討しておりますので、

そういったところで市民に多く周知し大切さを知らしめていければというふうに

考えております。 

 

○委員（石川隆俊） 200 万年前後なんですけれども昔の前にインターネットを見たとき

に初めはもうちょっと古いといわれたみたいですね。500 万年とか。それがだん

だん新しくなって地層の部分をとった部分の年代測定はやったんですか。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） 発見当初は 500万年前ということでされました。そのあと

地質学の研究が進みまして 160万年前ということで今のところ教育委員会として

はやっております。今回の論文の中で木村先生が上総層群の研究のほうで羽村市

が主体となって近隣の周辺の市町村とやっている研究がございましてその中で

170 から 195 万年前というふうにある程度なりました。２年ぐらいから３年たち

ますとさらにもうちょっと限定的になるそうでございます。 

ということで地質学の進化によってこのような年齢が変化しているというふう

に加えております。 

 

○教育長（小林一己） 教育委員会といたしましても今後クジラに関しての講演について

新年度計画を立てておりますので、これは当然議会のほうで御審議いただいたあ

ととなりますけれども一応講演等を予定しております。委員の皆様もできればそ

の機会を利用していただいて御質問等があれば直接専門家のほうに聞いていただ

けるとすごくありがたいなというふうに思いますのでぜひよろしくお願いいたし

ます。申しわけございません。以上で報告事項６を終わります。 

報告事項７「昭島市教育委員会事務局職員の人事異動について」から報告事項

９「昭島市公民館主催事業」についてまでは資料配布のみとさせていただきます

が御意見等があればお願いをいたします。 

     よろしいですか。それではその他といたしまして委員さんから何かあればお願

いいたします。 

     では私のほうから、来月の教育委員会では教職員の人事に関する案件を予定し

ております。この案件につきましては、教育委員会会議規則第２条但し書きの規

定によりまして非公開とさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

それでは御異議なしと認め公開しないことといたしますのでよろしくお願いい

たします。 

次回の教育委員会等の日程について事務局より説明をお願いいたします。 

 

○庶務課長（加藤保之） 次回、平成 30年第２回定例会は平成 30年２月 15日木曜日、午

後２時 30分から市役所 301会議室において開催いたします。 
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○教育長（小林一己） では委員の皆様スケジュール調整のほうをよろしくお願いいたし

ます。 

それでは、以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。平成 30

年昭島市教育委員会第１回定例会を閉会いたします。ありがとうございました。 

  

  

以上 
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